
三戸町条件付き一般競争入札実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、町が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号。以

下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）及び建設関

連業務（以下「建設工事等」という。）について実施する条件付き一般競争入札につい

て必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、「条件付き一般競争入札」とは、町が地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の５第１項及び第１６７条

の５の２の規定により、契約毎に必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札をいう。

（対象工事等）

第３条 条件付き一般競争入札に付する建設工事等（以下「対象工事等」という。）は次

の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、災害復旧等急施を要する工事は除く。

（１）設計金額が５，０００万円以上の建設工事

（２）設計金額が１，０００万円以上の建設関連業務

（３）前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める建設工事等

２ 対象工事の選定は、三戸町建設業者等指名委員会（以下「指名委員会」という。）の

審議を得た上で行うものとする。

（入札参加形態）

第４条 前条の規定により対象工事等を選定するときは、併せて次の各号に掲げるいずれ

かの入札参加形態を決定するものとする。

（１）単体企業のみの入札

（２）共同企業体のみの入札

（３）単体企業及び共同企業体の混合による入札

２ 入札参加形態の選定は、指名委員会の審議を経た上で行うものとする。

（入札参加資格）

第５条 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）

は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）政令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。

（２）三戸町財務規則（昭和４９年三戸町規則第１号）第１１３条の規定による一般競

争入札に参加できない者でないこと。

（３）対象工事等に対応する工種について法第３条の規定に基づく建設業の許可を受け

ていること。

（４）三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則（平成１０年

規則第７号）第５条の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定された



ものであること。

（５）対象工事等ごとに法第２６条第１項の主任技術者又は同条第２項の監理技術者を

配置できること。

（６）対象工事等ごとに定める区域内に法第３条第１項に規定する営業所を有している

こと。

（７）三戸町建設業者等指名停止要領（平成１９年７月２０日実施）に基づく指名停止

の措置を、当該公告の日から入札（開札）日まで受けていないこと。

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請したものにあっては、同

法に基づく裁判所からの更正手続き開始決定がなされ、更正手続開始決定後の法第

２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

（９）民事再生法（平成１１年法律第２５５号）の適用を申請したものにあっては、同

法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされ、再生手続開始決定後の法第

２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。

２ 町長は、前項において定めるもののほか、次に掲げる事項のうち必要と認めるものを

入札参加資格として定めることができる。

（１）事業所の所在地に関する事項

（２）建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第２１条の４に規定する通知

書（以下「総合評定値通知書」という。）の総合評定値に関する事項

（３）同種又は類似の建設工事の履行実績に関する事項

（４）共同企業体の構成員及び結成に関する事項

（５）その他必要があると認めた事項

（公告）

第６条 町長は対象工事等を条件付き一般競争入札に付そうとするときは、入札日の前日

から起算して少なくとも１０日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定す

る休日を除く。）前までに政令第１６７条の６第１項の規定による公告（以下「公告」

という。）を行い、その周知を図るものとする。ただし、やむを得ない事情があるとき

は、その期間を５日に限り短縮することができる。

（入札参加資格申請書）

第７条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者は、条件付き一般競争入札参加資格

審査申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添

えて当該公告で指定する期日までに町長に提出しなければならない。

（１）総合評定値通知書の写し

（２）配置予定技術者調書（様式第２号）

（３）施工実績調書（様式第３号）

（４）業務実績調書（様式第４号）

（５）その他町長が必要と認める書類

（入札参加資格の審査）



第８条 町長は前条の申請書を受理したときは、入札参加資格の有無を速やかに審査し、

その結果を条件付き一般競争入札参加資格審査結果通知書（様式第５号）により当該申

請者に通知するものとする。

２ 前項の場合において、入札参加資格がないと認めたもの（以下「不適格者」という。）

に対してはその理由を付して通知するものとする。

３ 不適格者は、審査結果通知書に定める期日までに条件付き一般競争入札参加資格審査

結果不服申立書（様式第６号）により不服を申し立てることができるものとする。

４ 町長は、前項の規定に基づく書面の提出があったときは、当該書面に記載された事項

に関して審査し、条件付き一般競争入札参加資格審査結果不服申立回答書（様式第７号）

により速やかに回答するものとする。

５ 町長は、前項の審査により入札参加資格があると認めた場合は、第１項の通知を取り

消し、当該入札に参加させるものとする。

（入札参加資格の喪失）

第９条 町長は、前条第１項又は第５項の規定により、条件付き一般競争入札に参加でき

ることとなった者（以下「入札参加資格者」という。）が、入札日までの間に次の各号

のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加させないものとし、その旨

理由を付して当該入札参加資格者に通知するものとする。

（１）第５条に規定する入札参加資格の要件を欠いたとき。

（２）指名停止規則に基づく指名停止の措置を受けたとき。

（３）第８条の申請書又はその他添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかに

なったとき。

（４）前各号に掲げる者のほか条件付き一般競争入札に参加させることが、不適当と認

められるとき。

（事業協同組合の取扱い）

第１０条 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき設立された事業

協同組合が条件付き一般競争入札に参加しようとする場合は、その組合員は、当該同一

の入札に参加することはできない。

（設計図書）

第１１条 対象工事の設計図書は、閲覧、貸出又は配付のいずれかの方法により供覧する

ものとする。

２ 町長は、前項の供覧に代えて、設計図書等の販売を行うことができる。

（質疑応答）

第１２条 設計図書等に関して質疑がある者は、公告に定める期日までに質疑書を町長に

提出しなければならない。

２ 町長は、前項の質疑書を受理したときは、回答書を回答期限日までに、三戸町のホー

ムページ等への掲載により閲覧に供し、又は参加資格確認申請書を提出した全ての者に



通知するものとする。

（入札の辞退）

第１３条 入札書郵送後に入札を辞退する場合は、事前に電話で総務課入札担当まで連絡

のうえ、入札日の前日までに持参により入札辞退届を提出するものとする。

（入札の執行）

第１４条 条件付き一般競争入札は、三戸町予定価格事前公表に関する取扱要領（平成１

６年８月１０日実施）に基づき執行するものとする。

２ 対象工事の入札に参加する者は入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならな

い。

（落札者の決定）

第１５条 落札決定となるべき同価格の入札をした者が２名以上いる場合は、くじ引きに

より落札者を決定するものとする。

（入札経緯の公表）

第１６条 町長は、落札者の決定後、入札参加者の入札金額、落札者の有無及び落札者名

を公表するものとする。

２ 前項の公表は、入開札一覧表を町の所定の場所での掲示により行うものとし、その期

間は、公表した日の翌日から起算して１年間が経過する日までとする。

（その他）

第１７条 条件付き一般競争入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については町

長が別に定める。

附 則

この要領は、令和２年４月１日から施行する。


